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都市計画法施行規則 
第二十一条  開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、次に定めるところによ 

り、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園（予定建築物等の用途が住宅以外の 

ものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一  公園の面積は、一箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の 

面積の三パーセント以上であること。  

二  開発区域の面積が二十ヘクタール未満の開発行為にあつてはその面積が一千平方メートル 

以上の公園が一箇所以上、開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為にあつてはその面 

積が一千平方メートル以上の公園が二箇所以上であること。 

第二十五条  令第二十九条 の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲 

げるものとする。  

一  面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。  

二  公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の 

安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。 

三 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。  

四  公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。 

 

 

4－(1) 公園等の確保 

１ 開発区域の面積が0.3ha以上の開発行為においては、原則として公園が設けられていること。ただし、予定建築物

等の用途が住宅以外のものである場合等やむを得ないと認められる場合は、公園を緑地又は広場とすることがで

きる。 

  

２ 開発区域の面積が５ha未満の開発行為で次の各号のいずれかに該当する場合は、公園を設置しないことができる。

ただし、(2)については、緑地又は広場を確保すること。 

(1) 開発区域の各敷地から250ｍ以内に既設の都市公園があり、河川、鉄道および幹線道路等に妨げられること

なく利用できる状態にある場合 

(2)事務所、工場等公園の利用形態が住宅地と異なっており、かつ、建ぺい率等建築基準法の規定により、建築計画

上有効かつ十分な空地が確保され、防災及び避難活動上支障がないと認められる場合 
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消防水利の基準(昭和３９年消防庁告示第７号) 

第三条 消防水利は、常時貯水量が四十立方メートル以上又は取水可能水量が毎分１立方メートル 

以上で、かつ、連続四十分以上の給水能力を有するものでなければならない。 

２ 消火栓は、呼称六十五の口径を有するもので、直径百五十ミリメートル以上の管に取り付けら 

れていなければならない。ただし、管網の一辺が百八十メートル以下となるように配管されてい 

る場合は、七十五ミリメートル以上とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、解析及び実測により、取水可能水量が毎分㇐立法メートル以上であると認められるとき

は、管の直径を七十五ミリメートル以上とすることができる。この場合において、消火栓の位置その他の消防水利の

状況を勘案し、地域の実情に応じた消火活動に必要な水量の供給に支障のないように留意しなければならない。 

４ 私設消火栓の水源は、五個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第一項に規定する給水能力を 

有するものでなければならない。 

第四条 消防水利は、市街地（消防力の基準（昭和三十六年消防庁広示第二号）第二条第一号に規定 

する市街地をいう。以下本条において同じ。）又は密集地（消防力の基準第二号に規定する密集地をいう。

以 下 本 条 に お い て 同 じ 。 ） の 防 火 対 象 物 か ら 一 の 消 防 水 利 に 至 る 距 離 が 、 別 表 に 掲 げ る 

数値以下となるように設けなければならない。 

２ 市街地又は密集地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から一

の消防水利に至る距離が、百四十メートル以下となるように設けなければならない。 

３ 前二項に 定め る 配置は 、 消火栓の み に 偏す る こ と の な い よ う に 考慮し な け れ ば な ら な い 。 

第五条 消防水利が、指定水量(第三条第一項に定める数量をいう。)の十倍以上の能力があり、か 

つ、取水のため同時に五台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利の取水点から 

百四十メートル以内の部分には、その他の水利を設けないことができる。 

第六条 消防水利は、次の各号に適合するものでなければならない。 

 一 地盤面からの落差が四・五メートル以下であること。 

 二 取水部分の水深が０・五メートル以上であること。 

 三 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。 

 四 吸管投入孔のある場合は、その一辺が０・六メートル以上又は直径０・六メートル以上であ 

ること。 

第七条 消防水利は、常時使用しうるように管理されていなければならない。 

別表(第四条関係) 

平均風速 

用途地域 

年間平均風速が四メートル毎秒未満

のもの 

年間平均風速が四メートル毎秒以上

のもの 

近隣商業地域 

商業地域 

工業地域 

工業専用地域 

(メートル) 

一〇〇 八〇 

その他の用途地域及び用途地域の

定められていない地域 

(メートル) 

一二〇 一〇〇 
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１  消防水利は、当該開発区域から一の消防水利に至る距離が、次表に掲げる距離以下となるような位置とするこ

と。 

 

 用途地域 円の半径 

 市街地 及び 

  準市街地（※１） 

近隣商業地域 

商業地域 

工業地域 

工業専用地域 

１００ｍ 

その他の用途地域及び用途地域の定められていな

い地域 
１２０ｍ 

市街地及び準市街地以外の地域でこれに準ずる地域 １４０ｍ 

 ※１ 市街地及び準市街地とは、消防力の整備指針（平成１２年消防庁告示第１号）に規定する市 

街地及び準市街地をいう。 

 
２ 防火水槽については次のとおりにしていること。 

(1) 防 火 水 槽 は 有 蓋 で 、 貯 水 量 は ４ ０㎥以 上 と し 、 か つ 、 吸 管 投 入 口 １ か 所 以 上 と し 、 

耐震性を有するものであること。 

(2) 吸管投入口の下に水深０．５ｍ以上の集水ピットを設けること。 

(3) 取水部底面は地盤面から４．５ｍ以下であること。 

(4) 投入口の蓋は豊田市指定のものとしていること。 

(5) 消防ポンプ自動車が容易に接近できるようにすること。 

(6) 一般車両の乗り入れができないようにし、吸管投入口周辺はコンクリート仕上げとして、水の溜まらな

いよう適当な勾配を設けていること。 

３ 防火水槽を帰属する場合は、補水装置（２０ｍｍ径）を設けること。 

４ 消防水利には、水利標識を設けて、アルミ製又は合成樹脂製の直径４００ｍｍとし、標柱は赤 

 色と す る 。水利標識は、吸管投入口又は 消火栓の 蓋の 中心か ら５ ｍ以内に設置し ている こ 

と。 

５ 防 火水 槽設置 につい ては 、中間 検査 及び 完了検 査 を行い 、 消火 栓は 設置 後、 完了検 査 

を受けること。 

６  上 記 に 定 め る も の の ほ か 、 そ の 他 の 細 目 に つ い て は 、 消 防 長 と 協 議 す る こ と 。 
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6－(3) 宅地内排水設備基準 

宅地内排水設備は、悪臭、汚物の沈殿、ハエ、カ等の発生しない構造とするほか、「下水道排水設備指針と解説」

を参考にしていること。 

 

6－(4) その他 

 処理水の放流については、放流先の水利権者及び私溝等の所有者がある場合は、協議をすること。 

 

 

７ 雨水流出抑制施設   （都市計画法 第33条第1項第3号、施行令 第26条第2号） 

 

５００㎡以上の開発行為を行う場合は、次表のとおり雨水流出抑制施設を設けていること。ただし、雨水流出抑制施

設の構造、流出係数、調整量等については、放流先の河川、水路の管理者と協議していること。なお、流出量の増加

がない場合や次表の開発面積の下限に満たない開発行為においても流出抑制に努めるものとする。 

 

開発面積 流域別調整量 調整方式 

境川流域 

500㎡≦Ａ＜3,000㎡ 

 

矢作川流域 

1,000㎡≦Ａ＜3,000㎡ 

境川流域 ： 

特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為に

該当する場合は同法の規定による。それ以外で、開発面積

1,000㎡以上の場合は開発に伴う流出量の増加分を調整 

矢作川流域： 

開発に伴う流出量の増加分を調整 

・ 貯留施設 

・ 浸透施設 

・ 貯留施設＋浸透施設 

3,000㎡≦Ａ＜５ｈａ 

境川流域 ： 

特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の

許可が必要な場合は同法の規定による。それ以外は開発に

伴う流出量の増加分を調整 

矢作川流域： 

開発に伴う流出量の増加分を調整 

・ 調整池 

(ただし、貯留施設及び浸透施設

を併設しても差し支えない) 

５ｈａ≦Ａ 

境川流域 ： 

Ｖ＝６００Ａを満足し、かつ、特定都市河川浸水被害対策法に

基づく雨水浸透阻害行為の許可が必要な場合は同法の規定

を満足するもの。 

矢作川流域： 

Ｖ＝６００Ａ 

・ 調整池 
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８ 給水施設      （都市計画法 第33条第1項第4号） 

 
都市計画法 

第三十三条 

四  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開 

発行為にあつては、水道その他の給水施設が、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、 

当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置さ 

れるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が 

定められているときは、設計がこれに適合していること。 

 
 
１  水道施設は 、 各宅地ま で 安定供給で き る よ う 「 管工事標準仕様書」 及び 「 給水装置工事 

の施行基準」により計画していること。 

２  工事の施工については、水道事業管理者と協議していること。 
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二  土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度 

 をこえ同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。 

 この場合において、前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があると 

 きは、同号に該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものと 

みなす。  

２  前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、 

 下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の 

下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。 

 

３  第一項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁 

 壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地 

において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。  

４  開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モル 

タルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。 

 第二十七条  第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによ 

らなければならない。  

一  擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられ 

たものであること。  

イ 土圧、水圧及び自重（以下この号において「土圧等」という。）によつて擁壁が破壊され 

ないこと。 

ロ 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。 

ハ 土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。 

ニ 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。 

二  擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必

要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に

排水できる構造のものにあつては、この限りでない。  

２ 開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準

法施行令 （昭和二十五年政令第三百三十八号）第百四十二条 （同令第七章の八 の準用に関する部分を除

く。）の規定を準用する。 

 

10－(1) 擁壁の構造 

 擁壁に関する技術的基準は、宅地造成等規制法施行令第6条、第7条、第8条、第9条、第10 

条、第14条に適合していること。 
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10－(2) その他の基準 

 以下の規模に該当する造成工事等の設計は、別に定める「宅地造成及び特定盛土等規制法に係る審査基

準（第４章を除く）」に適合していること。 

 

10－(3) 防災工事 

１  造成中及び建築時における汚濁水の流出防止、騒音、振動、土砂の運搬に伴う粉じんの 

発生等公害防止について適切な対策を講じていること。 

２  土砂、資材の搬入、搬出に際しては通園、通学時を避けるとともに一般の通行に支障の 

ない対策を講じていること。 

３  防災調整池の工事、低湿地における暗渠排水等の工事、及び本格的整地工事は集中豪雨、 

台風期を避け、極力、渇水期に工事を行うように計画していること｡ 

４  整地工事中は、湧水個所及び法面に透水性暗渠、仮設排水渠を設置するとともに、要所 

に泥溜を設け、極力、土砂を硫下させないように計画していること｡ 

５  宅地造成により整地した平坦地には、その外周に小規模な土堤を設けて降雨を一時貯留 

し、下流への直接の流出を軽減させる計画としていること。 

６  放流先河川の流下能力を考慮し、必要な場合には、防災調整池を計画していること。 

７  工事中の土砂の流下を防止するため、原則として沈砂池を設ける計画としていること。 

この場合の貯砂量は、工事施工中、１ha当たり300㎥を標準としていること｡ 

８  防災調整池を設けない場合には、必要に応じ、板柵、そだ柵、蛇かご、土のう等を適切 

に配置し、土砂の流下の防止、流出降雨量の軽減を図っていること｡ 

 

 

宅地造成、特定盛土等 

① 

 

 

 

 

盛土で高さ１ｍ超の崖ができる工事 

② 

 

 

 

 

切土で高さ２ｍ超の崖ができる工事 

③ 

 

 

 

 

盛土と切土を同時に行い高さ２ｍ超の崖ができる工事

(①、②以外) 

④ 

 

 

 

 

盛土で高さ２ｍ超の工事(①、③以外) 

⑤ 

 

 

 

 

①～④以外で盛土又は切土を行う土地の面積500㎡超の工

事（高さ30cm超の盛土又は切土に限る） 
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11 災害危険区域等の除外 （都市計画法 第33条第1項第8号、施行令 第23条の2） 

 

都市計画法 

第三十三条 

八  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行 

 為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法（昭 

和三十三年法律第三十号）第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災 

害防止対策の推進に関する法律 （平成十二年法律第五十七号）第九条第一項の土砂災害特別警戒区 

域及び特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第五十六条第一項の浸水被害防 

止区域（次条第八号の二において「災害危険区域等」という。）その他政令で定める開発行為を行 

うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等 

により支障がないと認められるときは、この限りでない。 

 

都市計画法施行令 

第二十三条の二  法第三十三条第一項第八号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を 

 含む。）の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防 

止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域とする。 

 

 

12 樹木の保存、表土の保全 （都市計画法 第33条第1項第9号、施行令 第23条の3、第28条の2、 

                       施行規則 第23条の2） 

 

都市計画法 

第三十三条 

九 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を 

保全するため、開発行為の目的及び第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域に 

おける植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるよ 

うに設計が定められていること。 

 

都市計画法施行令 

第二十三条の三  法第三十三条第一項第九号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を 

含む。）の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域に 

おける環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限 

り、〇・三ヘクタール以上一ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。 

第二十八条の二  法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第九号（法第三 

十五条の二第四項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。  

一 高さが十メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹木の集団について

は、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講

ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び法第三十三条第一項第二号イからニまで（これらの

規定を法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。）に掲げる事項と当該樹木又は樹木の集団
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の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。  

二 高さが一メートルを超える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が千平方

メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行う部分（道路の路面の部分その他の植栽の必要がな

いことが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除く。）について表土の復元、客土、土壌の改

良等の措置が講ぜられていること。 

 

都市計画法施行規則 

第二十三条の二 令第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、 

かつ、面積が三百平方メートルとする。 

 

 

13 緩衝帯 (都市計画法 第33条第1項第10号、施行令 第23条の４、第28条の３、施行規則 第23条の３） 

 

都市計画法 

第三十三条 

十 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を 

保全するため、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防 

止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。 

 

都市計画法施行令 

第二十三条の四 法第三十三条第一項第十号（法第三十五条の二第四項において準用する場合を 

含む。）の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。 

第二十八条の三 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は 

建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、四メートルから二十メートルまでの範囲内で 

開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の 

境界にそつてその内側に配置されていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外 

にある公園、緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し 、 

又は緩衝帯を配置しないことができる。 

 

都市計画法施行規則 

第二十三条の三 令第二十八条の三の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタ 

ール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては四メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクター 

ル未満の場合にあつては五メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十 

メートル、十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、二十五ヘ 

クタール以上の場合にあつては二十メートルとする。 

 

14 その他 

 

この技術基準に定めのないものについては、愛知県開発許可技術基準によっていること。 

 

<令和7年1月改訂> 


